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現行の公的年金制度は、現役世代が納めた保険料をその時々の高齢者の年金給付に充てる仕組み  

（＝賦課方式）を基本とした財政方式。 

その上で、経済の変動などにより、年金給付の支給に支障が生じないよう、過去に積み立てた積立金 
を活用しつつ運営している。 
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